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審 査 庁 文部科学大臣 

諮問番号 平成２８年度諮問第２号（平成２８年１２月２０日諮問） 

答申番号 平成２８年度答申第１号（平成２９年２月２４日答申） 

事 件 名 高等学校等就学支援金受給資格認定申請却下処分に関する件 

 

答  申  書 

 

 審査請求人Ｘからの審査請求に関する上記審査庁の諮問に対し、次のとおり答申

する。 

 

結     論 

 

本件審査請求に係る処分は取り消されるべきであり、審査庁の本件

審査請求は棄却すべきである旨の諮問に係る判断は妥当とはいえない。 

 

理     由 

 

第１ 事案の概要 

 １ 事案の経緯 

（１）審査請求人は、平成２８年４月６日付けで、在学するＡ高等学校（以下

「本件学校」という。）を通じ、高等学校等就学支援金の支給に関する法

律（平成２２年法律第１８号。以下「法」という。）４条の規定に基づき、

４月から６月までの間の高等学校等就学支援金（以下「就学支援金」とい

う。）の受給資格の認定を申請（以下「本件申請」という。）した。 

（２）Ｂ知事（以下「処分庁」という。）は、平成２８年６月１日付けで、本

件申請を却下する旨の処分（以下「本件処分」という。）の決定をし、本

件学校に対し、その旨を通知した。 

（３）本件学校は、平成２８年６月２０日付けで、審査請求人に対し、本件処

分を通知した。 

（４）審査請求人は、平成２８年７月２７日、審査庁に対し、本件処分を不服

として、審査請求をした。 

（５）審査庁は、平成２８年１２月２０日、「本件審査請求は棄却すべきであ
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る」として、当審査会に対し諮問をした。 

２ 関係する法令等の定め 

（１）法の目的 

法１条は、「この法律は、高等学校等の生徒等がその授業料に充てるた

めに高等学校等就学支援金の支給を受けることができることとすることに

より、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教

育の機会均等に寄与することを目的とする。」と規定する。 

（２）就学支援金の受給資格 

ア 法３条１項は、「高等学校等就学支援金（以下「就学支援金」とい

う。）は、高等学校等に在学する生徒又は学生で日本国内に住所を有す

る者に対し、当該高等学校等（その者が同時に二以上の高等学校等の課

程に在学するときは、これらのうちいずれか一の高等学校等の課程）に

おける就学について支給する。」と規定する。 

イ 一方、同条２項は、「就学支援金は、前項に規定する者が次の各号の

いずれかに該当するときは、支給しない。」と規定し、同項３号におい

て、保護者等の収入の状況に照らして、就学支援金の支給により当該保

護者等の経済的負担を軽減する必要があるとは認められない者として政

令で定める者を掲げている。そして、同号を受けた高等学校等就学支援

金の支給に関する法律施行令（平成２２年政令第１１２号。以下「施行

令」という。）１条２項は、保護者等の経済的負担を軽減する必要があ

るとは認められない者として政令で定める者は、保護者等の市町村民税

所得割（就学支援金が支給される月の属する年度（当該月が４月から６

月までの月であるときは、その前年度）分の市町村民税の所得割）の額

（保護者等が二人以上いるときは、その全員の市町村民税所得割の額を

合算した額。）が３０４，２００円以上である者とする旨規定する。 

ウ なお、法３条２項３号は、「保護者」の定義につき、学校教育法（昭

和２２年法律第２６号）１６条に規定する保護者をいう旨規定するとこ

ろ、同条は、保護者とは、子に対して親権を行う者（親権を行う者のな

いときは、未成年後見人）をいう旨規定する。 

（３）就学支援金の支給手続 

ア 法４条は、法３条１項に規定する者（同条２項各号のいずれかに該当

する者を除く。）は、就学支援金の支給を受けようとするときは、文部

科学省令で定めるところにより、その在学する高等学校等の設置者を通
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じて、当該高等学校等の所在地の都道府県知事に対し、当該高等学校等

における就学について就学支援金の支給を受ける資格を有することにつ

いて認定を申請し、その認定を受けなければならない旨規定する。 

イ 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則（平成２２年文部

科学省令第１３号。以下「施行規則」という。）３条１項は、法４条に

規定する認定の申請は、同条に規定する者（以下この項において「受給

資格者」という。）が、様式第１号による申請書に、保護者等の課税証

明書等を添付して、当該受給資格者が在学する高等学校等の設置者を通

じて、当該高等学校等の所在地の都道府県知事に提出することによって

行わなければならない旨規定している。 

なお、法、施行令及び施行規則は、申請期限及び申請内容の補正手続等

については特段の規定をしていない。 

３ 前提となる事実等 

 以下の事実等は、審査関係人間で争いがなく、かつ審査庁から送付された本

件の以下の事件記録中の各書面によっても明らかに認められる。 

（１）戸籍全部事項証明書によれば、Ｐは、Ｑと婚姻したが、その後、Ｑは、

Ｐと前夫の子である審査請求人とは養子縁組をしていない。このため、本

件処分当時、審査請求人の親権者はＰのみであった。 

（２）高等学校等就学支援金受給資格認定申請書には、「この申請書又は届出

書の記載内容は、事実に相違ありません。」の欄及び「『親権者（両親）

２名分』両親の課税証明書等を添付する場合」の欄にそれぞれレ印が付さ

れ、「課税証明書等を添付する保護者等の氏名及び生徒との続柄」の箇所

に続柄「父」としてＱの氏名、続柄「母」としてＰの氏名がそれぞれ記載

されている。この申請書には、Ｑ及びＰに係る市民税・県民税課税所得証

明書がそれぞれ添付されている。 

（３）上記各課税所得証明書によれば、Ｑに対する平成２７年度市民税の所得

割の額はａ円、Ｐに対する同年度市民税の所得割の額はｂ円である。 

（４）高等学校等就学支援金の受給資格の認定について（依頼）及び受給資格

認定申請者一覧によれば、処分庁は、施行令１条２項に規定する所得制限

を理由として、受給資格認定の可否を「否」と判断し、本件学校に対して、

受給資格に係る審査結果を送付した。 

（５）処分庁の弁明書（平成２８年９月２１日付け）によれば、審査請求人の
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保護者は、本件処分の通知を受ける前に、本件学校に対して、申請書の内

容に誤りがあり、遡り修正できないかとの申出を行い、本件学校は、戸籍

謄本で親権者はＰのみであることを確認した。 

（６）高等学校等就学支援金の受給資格認定について（平成２８年６月２０日

付け却下通知書）によれば、本件学校は、審査請求人に対し本件処分を通

知した。 

第２ 審査庁の諮問に係る判断 

   審査庁の諮問に係る判断は審理員の意見と同旨であり、審理員意見書の要旨

は以下のとおりである。 

１ 審理手続における審査請求人の主張 

審査請求人はＱとの間で養子縁組をしていないため、Ｑは法律上の親権者

ではなく、本来であれば唯一の親権者であるＰの市町村民税所得割額のみに

よって受給資格認定における所得制限に該当するか否かを判断すべきである

ことから、その場合に審査請求人は、就学支援金の所得制限に該当せず、処

分庁の却下処分を取り消して遡って受給資絡の認定がされるべきである。 

 ２ 審理手続における処分庁の主張 

   就学支援金の受給資格の認定において、保護者等全員の市町村民税所得割額

を合算した額が３０４，２００円以上の者は就学支援金の対象とならないこ

とが施行令１条に規定されており、この「保護者等」とは一義的に親権者で

あることは学校から生徒に配布された就学支援金の手続について記載されて

いる「入学のしおり」でも適切に周知されていた。また、審査請求人が提出

した申請書においてもＱ及びＰの２名が親権者であることが申告されており、

本件学校においても親権関係に疑義が生じる事実も把握していなかった。し

たがって、Ｑが親権者ではないことにつき処分庁で把握する余地はなく、本

件処分は、法令の規定に従い適正になされたものである。 

３ 審理員の判断 

  法４条に基づく受給資格の認定の申請があった場合、都道府県知事は申請

書類に記載されている事実に基づき受給資格の有無を判断する。本件申請に

おいては、申請書において、「親権者（両親）２名分 両親の課税証明書等

を添付する場合」にレ印が付され、また、「この申請書又は届出書の記載内

容は、事実に相違ありません。」との事項を確認したことを示すレ印が付さ

れていた。加えて、本件学校において、「親権関係に疑義が生じる事実も把

握していなかった」とのことであるから、処分庁及び施行規則１４条により
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処分庁から事務を委託された本件学校の設置者は、Ｑと審査請求人の間に親

権関係がないことを知るすべはない。 

 したがって、提出された申請書等に基づいて行った本件処分は違法又は不

当であるとは認められない。 

第３ 当審査会の判断 

当審査会は、平成２８年１２月２０日、審査庁から諮問を受けた。その後、

当審査会は、平成２９年１月１２日、同月３１日、同年２月１４日及び同月

２２日の計４回の調査審議を行ったほか、審査庁に対し、主張書面又は資料

の提出を求め、同年１月２４日、審査庁から主張書面及び資料の提出を受け

た。 

 １ 審理員の審理手続について 

  当審査会に提出された主張書面及び資料によれば、本件審査請求に関する

審理員の審理の経過は以下のとおりである。 

なお、本件処分の名宛人は審査請求人であるにもかかわらず、審理員意見

書及び諮問説明書においては、いずれもＰが審査請求人であるかのような記

述がされており、一部の審理手続においても、Ｐが審査請求人であることを

前提として取り扱われていたことがうかがわれたため、審査庁に対し、審査

請求人の認定に係る考え方等について説明を求めたところ、Ｐを審査請求人

の法定代理人として認定しており、諮問書等における「審査請求人」の表現

は、「審査請求人の法定代理人」である旨等をまとめた審査庁主張書面（平

成２９年１月２０日付け）及び資料が提出されたことを踏まえ、当審査会の

調査審議に当たっては、Ｐの行った手続はいずれも親権者法定代理人として

行われたものと理解することとした。 

 （１）審理員の指名 

審査庁は、平成２８年８月２９日、本件審査請求を担当する審理員とし

て、初等中等教育局初等中等教育企画課課長補佐（併）大臣官房総務課行

政改革推進室のＲを指名し、同年９月２日付けで、その旨を審査請求人及

び処分庁に通知した。 

（２）審理手続 

ア 審理員は、平成２８年９月７日、処分庁に対し、審査請求書の写しを

処分庁に送付するとともに、同月２１日までに弁明書を提出するよう求

めた。 

イ 処分庁は、平成２８年９月２１日付けで、審理員に対し弁明書及び資
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料を提出した。審理員は、同年１０月１２日付けで、審査請求人に対し、

弁明書の副本を送付するとともに、反論書を提出する場合には同月２７

日までに提出するよう求めた。 

ウ 審査請求人は、平成２８年１０月２６日付けで、審理員に対し反論書

を提出した。 

エ 審理員は、平成２８年１２月５日、審理を終結する旨決定し、同日付

で、審理関係人に対し、その旨並びに審理員意見書及び事件記録を同月

６日までに審査庁に提出する予定である旨を通知した。 

 （３）審理員意見書及び事件記録の送付 

 審理員は、平成２８年１２月６日付けで、審査庁に対し審理員意見書及

び事件記録を送付した。 

   以上の審理員の審理手続については、上記で指摘した点を除き、特段違法又

は不当と認められる点はうかがわれない。 

 ２ 本件処分の適法性について 

 （１）問題の所在 

審査請求人は、Ｑとの間で養子縁組をしておらず、Ｑは法律上「子に対

して親権を行う者」（学校教育法１６条）に当たらないから、親権者であ

るＰのみによって就学支援金の所得制限を判断すべきであり、本件処分を

取り消して遡って受給資格の認定がされるべき旨主張するのに対し、審査

庁及び審理員は、法４条に基づく受給資格の認定の申請があった場合、都

道府県知事は申請書類に記載されている事実に基づき受給資格の有無を判

断するとして、上記の審査請求人の主張を採用せず、本件処分に違法又は

不当な点は認められない旨判断している。 

 （２）検討 

ア そこで検討するに、法１条は、就学支援金の支給により、経済的負担

の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与することを目的とし、法３

条１項は、高等学校等に在学する生徒又は学生で日本国内に住所を有す

る者に対し、当該高等学校等における就学について就学支援金を支給す

る旨規定した上で、同条２項３号において、その例外として就学支援金

を支給しない者として、保護者等の経済的負担を軽減する必要があると

は認められない者として政令で定める者を掲げ、さらに施行令１条２項

において、上記政令で定める者を保護者等の市町村民税所得割の額が３

０４，２００円以上である者とする旨規定する。そして、法３条２項３
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号は、保護者とは、学校教育法１６条に規定する保護者、すなわち子に

対して親権を行う者（親権を行う者のないときは、未成年後見人）をい

う旨規定する。この判断について行政庁の裁量判断の余地は認められな

い。 

イ これを本件についてみると、前記前提となる事実等のとおり、本件処

分当時、審査請求人について親権を行う者はＰのみであり、Ｑは審査請

求人に対する親権を有していなかったところ、申請書に添付された課税

所得証明書によれば、Ｐの平成２７年度市民税の所得割の額はｂ円であ

ったのであり、審査請求人は、保護者等の市町村民税所得割額が３０４，

２００円以上である者に該当せず、法３条２項により就学支援金を支給

しない者には当たらない。 

 そうすると、本件申請を却下した本件処分は、申請を却下するための

要件を充足していなかったものである。 

ウ これに対し、審理員は、法４条に基づく受給資格の認定の申請があっ

た場合、都道府県知事は申請書類に記載されている事実に基づき受給資

格の有無を判断するとした上で、本件申請においては、申請書において

「親権者（両親）２名分 両親の課税証明書等を添付する場合」及び

「この申請書又は届出書の記載内容は、事実に相違ありません。」と記

載された部分にレ印が付されていたこと、本件学校においては、審査請

求人の親権関係に疑義が生じる事実を確認していなかったことから、処

分庁や本件学校の設置者において、審査請求人とＱとの間に親権関係が

ないことを知るすべはなく、本件処分に違法又は不当はない旨主張し、

審査庁もこれと同旨の判断をしている。 

 しかしながら、上記アのとおり、法１条の目的を踏まえ、法３条１項は、

高等学校等に在学する生徒又は学生で日本国内に住所を有する者に対し、

当該高等学校等における就学について就学支援金を支給する旨規定し、同

条２項は、その例外として、各号に列記した者にはこれを支給しないこと

を定めているものの、本法令上、申請期限及び申請内容の補正手続等につ

いて規定がなく、また、それらの要件を充足するか否かの認定方法は、法

律上、専ら申請者の提出した申請書によることとされているものではない。

さらに、法３条２項３号に規定する「保護者」の定義並びに施行令１条２

項に規定する市町村民税所得割の額及びその算定方法はいずれも明確であ

り、それらの要件充足性の判断につき行政庁の裁量判断の余地が認められ
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ているものとも解されない。そうすると、就学支援金の受給資格の認定を

適法に申請してこれを却下された本件においては、申請者が審査請求を提

起し、却下要件の不充足が客観的に明らかになった場合には、当該却下処

分は違法と評価すべきである。 

なお、このことは、申請書の記載内容や、処分当時に処分庁や申請者の

在学する高等学校等の設置者が把握していた情報いかんによって左右され

るものではない。また、審査庁から送付された本件の事件記録によれば、

審査請求人及び処分庁のそれぞれの側において、この判断を覆すような特

段の事情も認められない。 

エ したがって、上記審理員の判断及びこれと同旨とする審査庁の判断に

ついては、妥当とはいえない。 

 （３）まとめ 

 以上によれば、審査請求人は、受給資格の認定を受けるべき者に該当す

ることが明らかであるから、本件処分は違法であり、取り消すべきである。 

 なお、本制度においては、受給資格の認定を受けるべき者であったとし

ても、却下処分が取り消されない限り、申請者は学校に対する授業料全額

の納付という不要な負担を求められることになるため、今後の制度の運用

に当たっては、本答申及び本制度の趣旨を踏まえて、認定申請又は審査請

求の各手続において、受給資格の認定要件に該当することを把握した場合

には、速やかに申請者が救済されるよう対応することが適当と考える。 

 ３ まとめ 

 以上によれば、本件審査請求に係る処分は取り消されるべきであり、審理

員の本件審査請求は棄却すべきである旨の判断は妥当でなく、また、そのよ

うな審理員の審理結果を前提として本件審査請求を棄却すべきとした諮問に

係る判断も妥当とはいえない。 

   よって、結論記載のとおり答申する。 
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